
 10ａ区画と狭⼩な農地と排⽔不良
のため効率的な営農が困難

 農業機械、ライスセンターの共同
利⽤等の農作業の共同化を⽬的に
集落営農組織を設⽴

【経営規模の拡⼤】
〇 被災後、地域農業を守るため、離農農家の農地を集積
し、経営規模を急速に拡⼤
【６次産業化】
〇 経営の安定化、周年労働による雇⽤の創出を図るため、
⽣産した⼩⻨や県産⾷材（卵、バター等）を活⽤したバウ
ムクーヘンを製造・販売

【地域のコミュニティの再⽣】
〇 ⾼齢者対策と雇⽤対策のため、法⼈が出資し、デイサー
ビスを⾏う株式会社を設⽴

〇 平成24年から、法⼈敷地内で豊作と復興を願うイベント
（福幸祭）を開催し、コミュニティづくりを推進

○ 東日本大震災により津波被害を受けたものの、被災後１ヶ月から除塩作業を開始し、早期に営農を再開。
○ 地域農業を守るため、離農農家の農地を法人に集積するとともに、６次産業化に取り組み、雇用を創出。
○ 介護事業への参画や復興イベントの開催など、コミュニティの再生に向けた地域づくりを法人が牽引。

担い⼿法⼈が牽引する東⽇本⼤震災からの復旧･復興に向けた地域づくり
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【宮城県･東松島市】

県営ほ場整備事業（H5 〜 14）

未整備の生産基盤 区画整理、排水改良 震災からの復興に向けた多様な取組
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取 組 前 取 組 後取組内容

強い農業づくり交付⾦（H27）
・小麦の製粉やお米の精米、無洗米や米粉の製造、

バウムクーヘンの製造等に係る設備を整えた
農産物処理加工施設を設置

加工施設の整備

25

【営農規模】H18：35ha → H27：100ha
【作 ⽬】⽔稲：34ha、⼤⾖47ha、⻨：37ha

野菜（じゃがいも、キャベツ ⽩菜、
トマト）：6ha

【雇 ⽤】⽣産部⾨：常時６名、臨時10名
加⼯部⾨：常時３名、臨時３名

【売 上】H18：3,000万円 → H27：9,000万円

集落営農組織の法人化

・・・ 東日本大震災 ・・・

東⽇本⼤震災農業⽣産対策交付⾦（H23）
・トラクター、コンバイン、無人ヘリ等

農業機械の導入

(有) アグリードなるせ
【営農規模】184ha

（10a／区画）
【経営体数】243⼾
【作 ⽬】⽔稲、花き

野蒜地区（H3）

【営農規模】21ha（10a／区画）
【組合員数】14⼾
【作 ⽬】⽔稲

集落営農組織（H3）
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売上高の推移（法人）（万円）

バウムクーヘン
（自家製粉小麦粉使用）

整備前（昭和４８年）の10a区画ほ場(排水に苦慮）

３倍に増加



営農再開が地域を元気付ける⼀歩になるとの信念の下、被災後１ヶ⽉から活動
を開始しました。農機具メーカーの技術的協⼒を得て除塩作業を⾏うとともに、
地域やボランティアの⼈々が農地や⽔路に残ったがれき処理を⾏いました。

その際、基盤整備で設置していた暗渠が除塩に⼤きな役割を果たしました。

◆ 営農の早期再開に向けて ･･･

後に設⽴する法⼈の社⻑（元ＪＡ職員、元町議会
議員）を中⼼に、⼀連の取組をリードしました。

ほ場整備の合意形成に際し、先祖伝来の農地に愛
着を持つ地元農家を粘り強く説得しました。

◆ 誰がどのように ･･･？

〇 六次産業化・地産地消
法に基づく総合事業者と
して認定

〇 H27、加工処理施設を
整備し、バウムクーヘン
などの加工・販売を開始

Step７ （H25〜）

６次産業化

〇 被災地域を対象に、高
齢者の集いの場や地域雇
用を確保を目的として、
新たにデイサービス事業
を行う会社を設立（法人
が出資）

Step６ （H25〜）

介護事業への参入

☑ 低コスト栽培技術の導入や直接販売の拡

大、加工・業務用作物の生産拡大による経
営の安定化

☑ 他の法人が生産する野菜や果物を活用し

たバウムクーヘンの製造・販売を推進

水稲作業受託組織を
立ち上げたが (H3)

ほ場が狭小で
非効率な営農

きっかけ
○ 大型農業機械の導入や
畑作物の生産を可能とす
るため、大区画化(1ha)
や排水改良(暗渠)を実施

〇 事業を契機に担い手へ
の農地集積や集団転作等
を実施

Step１ （H5〜14）

基盤整備の実施

今
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将来に向けて

○ 被災住民が“地域”を
離れようとする中、何と
かして従来の絆を取り戻
そうと、法人が主体とな
り、地域が一丸となった
「福幸祭」を開催

Step５ （H24〜）

コミュニティの再生
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○ 次世代の人材を確保・

育成し、地域農業を支え

ていくため、水稲作業受

託組織が母体となり、地

域農業の受け皿となる有

限会社を設立(14戸の農

家が出資)

Step２ （H18）

法 人 化

○ H23.５下旬から田植え
を開始し(約40ha)、秋に
は例年を上回る等級の米
を収穫

Step３ （H23）

営農の再開

東⽇本⼤震災農業⽣産対
策交付⾦を活⽤し、農業

機械・施設等を整備

⼀連の取組（園芸作物の栽培や６次産業化等）
により、⼀年を通した労働を確保し、地域の雇⽤
の場を創出しました。

◆ 多様な取組により、地域の雇用を確保

・経営する水田面積
の３分の２が浸水

・農業用施設や機械
等が被災

東日本大震災
(平成２３年３月)

「アグリードなるせ」のみなさん

生業として

被災した地域として

○ 津波被害を受け、離農
する農家が相次いだが、
法人が全ての農地を引き
受け、経営規模を拡大

Step４ （H23〜）

農 地 集 積

農地中間管理機構を活⽤

H26には、法⼈が中⼼と
なり、多⾯的機能⽀払活動
に取り組む組織を設⽴しま
した

以後、福幸祭も同組織が
主催しています

強い農業づくり
交付⾦を活⽤

H24には、カルビー(株)との
契約栽培により、ばれいしょ
の⽣産も開始しました


